
３都葛高第 264 号 

令和３年４月 24 日 

保護者各位 

                                   東京都立葛飾野高等学校長  

                                        鈴 木  康 司 

                                         （ 公 印 省 略 ） 

  

緊急事態宣言下における教育活動等について（通知） 

 

標記の件につきましては、令和３年４月 23 日付３教総総第 279 号「緊急事態宣言下における都立学校の対応

について（依頼）」を受け、下記のとおり対応してまいりますので、引き続き、御理解、御協力を賜りますようお

願い申し上げます。 

 

記 

１ 学校運営の基本方針 

（１）令和３年４月26日から５月 11日までの間、感染防止対策を徹底しながら教育活動を継続します。 

（２）時差通学の徹底及び分散登校の実施により学校における対面での指導と家庭でのオンライン学習等を併用

しながら生徒の学習活動を継続させます。 

 

２ 当該期間中の教育活動等について 

（１）時差通学  午前８時45分「登校、朝学習終了後にＳＨＲ」、午後３時30分「一般生徒下校」 

（２）時程    原則、45分×６時間授業（午前９時５分「１時間目開始」、午後３時「６時間目終了」） 

（３）分散登校  ※ 下表中に〇がついている学年は「登校日」です。 

 

 

 

 

 

 

（４）自宅学習 

「自宅学習」ではTeamsを介し、原則１日１回以上、同時双方向型のオンラインによるＳＨＲや教科等の授

業などの活動に取り組めるよう工夫します。また、生徒は既定の時間割に沿って課題等に取り組み、学習を進

めます。（課題等については、登校日やTeamsにより適宜お知らせします。） 

（５）部活動 

  全ての部活動を中止とします。詳細については、担当顧問よりお子様を通じてお知らせします。 

（６）「３学年保護者会」及び「就職希望生徒対象『生徒・保護者説明会』」について 

   延期します。これらの開催等につきましては後日、改めて御連絡いたします。 

 

３ その他 

（１）令和３年５月12日以降につきましては、別途御案内いたします。 

（２）今後も必要な連絡事項については、学校ホームページやTeamsによりお知らせします。 

（３）本件について御不明な点は、学年担任又は担当へお問合せください。 

 

〔 担 当 〕  東京都立葛飾野高等学校 副校長 津田 裕章 

主幹教諭 海洲 安希央 

電 話 03-3602-7131  

 

26日・月 27日・火 28日・水 30日・金 6日・木 7日・金 8日・土 10日・月 11日・火

１学年 〇 自宅学習 〇 自宅学習 自宅学習 自宅学習 自宅学習 自宅学習 〇

２学年 〇 〇 自宅学習 自宅学習 自宅学習 自宅学習 自宅学習 〇 自宅学習

３学年 自宅学習 〇 〇 自宅学習 自宅学習 自宅学習 自宅学習 〇 〇
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